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2022年５月 19日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社三菱ケミカルホールディングス 
代 表 者 名 代表執行役社長 ジョンマーク・ギルソン 

 （コード番号：4188 東証プライム市場） 

問 合 せ 先 
コーポレートコミュニケーション本部長 
清水 治 

 TEL. 03-6748-7120 

 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日の取締役会において、以下のとおり、商号の変更及び定款の一部変更について 2022 年６月 24

日開催の第 17回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．商号の変更について 

（１）変更の理由 

当社は、2021年 12月に公表した新経営方針「Forging the future 未来を拓く」に基づき、2022年４月

１日以降、「One Company, One Team」の考えによるフラットな組織体制への移行を進めております。 

今般、当社グループが一体となって戦略を遂行する新組織体制を表すため、当社の商号を「三菱ケミカル

グループ株式会社」へ変更することといたしました。当社は、効率性を追求した事業運営と事業の成長力を

引き出す明確な戦略のもと、三菱ケミカルグループの企業価値の最大化をめざしてまいります。 

 

 

（２）新商号（英文表記） 

三菱ケミカルグループ株式会社（Mitsubishi Chemical Group Corporation） 

 

 

（３）ロゴ 

 

 

（４）変更予定日 

2022年７月１日 

※本商号変更は 2022年６月 24日開催予定の第 17回定時株主総会において、定款の一部変更が承認され

ることが条件となります。 

 

 

２．定款の一部変更 

（１）定款変更の理由 

上記１の通り、当社の商号を「三菱ケミカルグループ株式会社」に変更することに伴い、定款第１条

（商号）を変更いたします。 
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（２）定款変更の内容 

（下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

（商号） 第１条 本会社は、株式会社三菱ケミカ

ルホールディングスと称する。英文では、 

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation とす

る。 

 

附則 

 

（新設） 

第１章 総則 

（商号） 第１条 本会社は、三菱ケミカルグルー

プ株式会社と称する。英文では、Mitsubishi 

Chemical Group Corporation とする。 

 

 

附則 

 

第２条 定款第１条（商号）の変更は、2022年７

月１日から効力を生ずるものとする。 

２ 本附則第２条は、前項の効力発生日後にこれ

を削除する。 

 

 

（３）定款変更の日程 

  定款変更のための定時株主総会    2022年６月 24日（予定） 

  定款変更の効力発生日        2022年７月１日（予定） 

 

 

以 上 

 


